
〇 公的賃貸住宅のあり方（供給対象とすべき世帯属性等）

① 今後公営住宅等への入居者として特に配慮すべきターゲット

② 配慮すべきターゲットの利便等を考慮し団地があるべき立地や構造・形態等

③ 上記を安定的に提供するための手法（PFI/PPPや他機関連携など）

④ 県営と市町村営住宅が隣接・近接する団地の整備における余剰地等の有効活用

方法等の提案

〇 住宅（既設）の新たな活用手法

① 上記あり方の論点から公営住宅が担えないものを選定

② 選定された住宅を公営住宅以外の住宅（目的外使用）としての提供

〇 供給等の最適実施者

① 公営住宅の供給等において、県と市町村の役割の違いはないことから、既設住

宅の管理者区分に関わらず、立地や建設年など地域内を一括した中で、長期に

わたる安定的な提供を可能とする最適実施者の整理

② 必要なサービスを担うべき者（県や市町村など）の整理◆ 公的賃貸住宅の
供給対象とすべき世帯等について

資料１
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❐ 対象世帯等の県営住宅等への入居状況
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区 分
県下全数
A（全数に占め
る割合）

県営住宅
入居戸数
B（入居戸数
に占める割
合：C）

県営住宅
入居割合
：D=B/A

市町村営
住宅入居
戸数E（想
定値：市町村
営住宅入居戸
数×C)

市町村営
住宅入居
割合
：F＝E/A

公営住宅
入居割合
：D+F

生活保護世帯
9,094世帯
（1.1%）

804世帯
（7.8%）

8.8％
861世帯
（7.8%）

9.5% 18.3%

高齢者世帯（60歳以上）
417,136世帯
（50.1%）

6,279世帯
（60.6%）

1.5％
6,725世帯
（60.9%）

1.6% 3.1%

障がい者世帯
74,004世帯
（8.9%）

2,018世帯
（19.5%）

2.7％
2,153世帯
（19.5%）

2.9% 5.6%

ひとり親世帯
12,317世帯
（1.5%）

1,545世帯
（14.9%）

12.5％
1,645世帯
（14.9%）

13.4% 25.9%

多子世帯
27,930世帯
（3.4%）

280世帯
（2.7%）

1.0％
298世帯
（2.7%）

1.1% 2.1%

子育て世帯
135,798世帯
（16.3%）

1,811世帯
（17.4%）

1.3％
1,921世帯
（17.4%）

1.4% 2.7%

R3.4.1時点



❐ 対象世帯等の将来推移
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出典
長野県.「長野県地域福祉支援計画」
厚生労働省.「令和４年版厚生労働白書」
厚生労働省.「平成28年生活のしづらさなどに関する調査」
国立社会保障・人口問題研究所.「将来推計人口・世帯」

障がい者数については、将来推計された
統計はないが、県内では増減の傾向はない(下図)。
（出典：長野県地域福祉支援計画）

全国的には増加傾向である。
（出典：厚生労働省平成28年生活のしづらさ

などに関する調査）

長野県 前年度比 全国 前年度比(%) (%)

障がい者手帳所持者数（県内）
20402040



❐ 人口ピラミッドによる将来推計
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2020年 2040年 2060年

2040年ほどまでは少子高齢化の影響から『つぼ型』の形状が続いていくが、
2060年には比較的平滑に先細りの『つぼ型』に変化していくと考えられる。

出典
国立社会保障・人口問題研究所.「将来推計人口・世帯」

：男性

：女性

70～74歳

65～69歳

60～64歳

55～59歳

70～74歳

50～54歳

45～49歳

40～44歳

60～64歳

55～59歳

50～54歳

85～89歳

80～84歳



❐ 市町村における
公営住宅【公営住宅法に基づく】の入居者数見込みと管理計画

(１) 今後の入居希望者数の見込み

質問内容：今後、貴市町村営住宅を希望する
者は、どんな傾向でしょうか。

5

(２) 管理戸数の見込み（計画）

質問内容：今後、貴市町村営住宅の管理戸数を
どのように見込（計画）でいますか。

0

増やす

2

20

減らす

16

25

変えない

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

町村

市

9

増加傾向

6

13

減少傾向

7

23

変わらない

6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

町村

市

令和4年度 市町村営住宅担当者アンケート調査集計 抜粋
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12

増やす

3

8

減らす

7

25

変えない
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

町村

市

❐ 市町村における
単独住宅【公営住宅以外の公的住宅】の入居者数見込みと管理計画

(１) 今後の入居希望者数の見込み

質問内容：今後、貴市町村営住宅を希望する
者は、どんな傾向でしょうか。

(２) 管理戸数の見込み（計画）

質問内容：今後、貴市町村営住宅の管理戸数を
どのように見込（計画）でいますか。

17

増加傾向

4

4

減少傾向

7

24

変わらない

8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

町村

市

令和4年度 市町村営住宅担当者アンケート調査集計 抜粋



❐ 県営住宅応募者の状況 ＜R5.2月統一募集時＞

(２) 当選までの応募回数
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(１) 入居世帯の状況

令和５年４月に県営住宅に入居された方（R5.2月応募）に、県営住宅への応募に至った

経緯などに関するアンケートを実施。 入居決定者121名のうち71名の方から回答。

１回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目以上 無回答 合計

20・30代 18 0 1 0 0 1 20

40・50代 22 3 0 0 0 0 25

60代以降 13 7 2 1 2 1 26

合計 53 10 3 1 2 2 71

生活保護 障がい者 母子父子ひとり親 高齢者 子育て 多子

人数 6 24 23 37 17 4 10 121

令和５年
２月統一
募集

優先入居 一般
入居
応募

合計



(３)応募した理由
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9

(４) 入居予定期間

20・30代 40・50代 60代以降



(５)今後の県営住宅に期待すること(ハード対策)
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(６)今後の県営住宅に期待すること(ソフト対策）
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◆ 住宅（既設）の
新たな活用方法について

〇 公的賃貸住宅のあり方（供給対象とすべき世帯属性等）

① 今後公営住宅等への入居者として特に配慮すべきターゲット

② 配慮すべきターゲットの利便等を考慮し団地があるべき立地や構造・形態等

③ 上記を安定的に提供するための手法（PFI/PPPや他機関連携など）

④ 県営と市町村営住宅が隣接・近接する団地の整備における余剰地等の有効活用

方法等の提案

〇 住宅（既設）の新たな活用手法

① 上記あり方の論点から公営住宅が担えないものを選定

② 選定された住宅を公営住宅以外の住宅（目的外使用）としての提供

〇 供給等の最適実施者

① 公営住宅の供給等において、県と市町村の役割の違いはないことから、既設住

宅の管理者区分に関わらず、立地や建設年など地域内を一括した中で、長期に

わたる安定的な提供を可能とする最適実施者の整理

② 必要なサービスを担うべき者（県や市町村など）の整理
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❐ 県営住宅の空き住戸イメージ
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県営住宅管理住戸：14,600戸

継続管理:10,200戸
用途廃止

:2,000戸

当面管理

:2,400戸

空き住戸:1,800戸 空き住戸:2,500戸

福祉目的

空 家

50戸

募集待ち

空 家

200戸

修繕待ち

空 家

900戸

需要状況

検討空家

650戸

募集停止

空 家

2,500戸

老朽化や立地不便等により需要低下
小 ～ 大

有効的な利活用が求められる住戸
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◆ 長期的安定供給に向けた
各事業主体の協力体制について

〇 公的賃貸住宅のあり方（供給対象とすべき世帯属性等）

① 今後公営住宅等への入居者として特に配慮すべきターゲット

② 配慮すべきターゲットの利便等を考慮し団地があるべき立地や構造・形態等

③ 上記を安定的に提供するための手法（PFI/PPPや他機関連携など）

④ 県営と市町村営住宅が隣接・近接する団地の整備における余剰地等の有効活用

方法等の提案

〇 住宅（既設）の新たな活用手法

① 上記あり方の論点から公営住宅が担えないものを選定

② 選定された住宅を公営住宅以外の住宅（目的外使用）としての提供

〇 供給等の最適実施者

① 公営住宅の供給等において、県と市町村の役割の違いはないことから、既設住

宅の管理者区分に関わらず、立地や建設年など地域内を一括した中で、長期に

わたる安定的な提供を可能とする最適実施者の整理

② 必要なサービスを担うべき者（県や市町村など）の整理
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❐ 県営住宅の管理戸数・計画に対する市（19市）の思い
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〇 ５割以上の市が、「減る」と予測する一方で、７割以上の市は、現状以上の戸数管理を要望。

増える

1

5%

減る

10

53%

変わらない

6

32%

その他又は、判断

できない

2

10%

増やしてほしい

5

26%

減らしてほ

しい

1

5%

変えない

9

47%

判断がつか

ない

2

11%

協議の中で

決定

2

11%

(１) 今後の県営住宅戸数に対する考え

質問内容：貴市は、今後、県営住宅の戸数は、
どのように管理されると考えますか。

(２) 今後の県営住宅計画に対する考え

質問内容：貴市は、今後、県営住宅の戸数は、
どのようになることを望みますか。

令和4年度 市町村営住宅担当者アンケート調査集計 抜粋



❐ 県営住宅の管理戸数・計画に対する町村（45町村）の思い
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増える

2

4%

減る

9

20%

変わらない

22

49%

判断できない

12

27%

増やしてほ

しい

11

24% 減らしてほ

しい

1

2%
変えない

16

36%

判断がつか

ない

16

36%

協議の中

で決定

1

2%

(１) 今後の県営住宅戸数に対する考え

質問内容：貴町村は、今後、県営住宅の戸数は、
どのように管理されると考えますか。

(２) 今後の県営住宅計画に対する考え

質問内容：貴町村は、今後、県営住宅の戸数は、
どのようになることを望みますか。

〇 ５割程度の町村は、「変わらない」と予測。また、「判断が付かない」が4割弱を占める状況。

令和4年度 市町村営住宅担当者アンケート調査集計 抜粋



❐ 長期的安定供給に向けた市（19市）の要望事項等
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【県及び市町村の連携する際の要望】

〇今後の住宅施策や公営住宅のあり方等について、統一的な方向性のもと双方が連携して計画策定や
事業の推進をしていく必要があり。

・利便性を考慮した団地の集約
・長寿命化が困難な団地の建替え事業の推進

【現方針：移管協議（建設25年経過後に無償譲渡）を見直し、建設後においても建設主体が継続して管理】

・高齢者、障害者、子育て世帯の入居の対応（県との共通施策として） 等
〇利便性の低い物件や老朽化の著しい物件は減らし、利便性の高い場所の物件を増やしてほしい。
〇県と市が一体となって効率的な公営住宅の供給を行えるよう、再編・集約化へ向けた協議・調整の
機会を増やしてほしい。

〇定期的な協議・調整をする機会設けてほしい。

【技術的な要望等】

〇住宅確保要配慮者に関する家賃の滞納事案や時効管理、訴訟等を進めていくための講習会の開催
（配慮しなければならない注意点等）

〇長寿命化に係る情報（リニューアル物件の現場見学会や長寿命化に係る資材の情報提供）を積極的
に行ってほしい。

〇孤独死等発生後の、処分・移動に係る費用の補助金の創設

令和4年度 市町村営住宅担当者アンケート調査集計 抜粋
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【主に県が管理運営を担うとした際の支援】

〇住宅への入居条件の緩和だけに特化することなく、トータルケアの体制を整備してほしい。
・市町村に代わって住宅サービスの提供を担ってほしい。
・利便性の良い場所に公営住宅を整備し点在する老朽化した公営住宅を用途廃止していってほしい。

〇募集停止中の県営住宅をリノベーションして活用してほしい。（移住を希望する転入希望者等への
受け皿）

〇単身独居の高齢者向け住宅の確保
〇用途廃止に伴う県営住宅への転出希望者の優先入居の検討。

【県及び市町村が管理運営を担うとした際の支援】

〇県営住宅について、募集中の団地は引き続き維持管理してもらいたい。

【主に民間を含め第三者が管理運営を担うとした際の支援】

〇公営住宅の円滑な管理方法（管理代行・指定管理など）を検討してほしい。
〇住宅セーフティネット制度が機能するよう民間企業等への働きかけ
〇民間の賃貸住宅を公営住宅以外の公的住宅として利用する助成制度の拡充
〇公営住宅の維持が難しいため、需要拡大が求められる住宅セーフティネット制度の周知・拡充
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【県及び市町村の連携する際の要望】

〇市町村単位で供給するのではなく、いくつかの市町村で連携し供給できる仕組み
〇自治体単位ではなく広域での公営住宅施策
〇各市町村の事情に応じた、きめ細やかな支援を希望
〇町営住宅等の需要が増加しているため県営住宅の増強を願いたい。

【技術的な要望等】

〇生活困窮者やＤⅤ被害者など緊急性の高い入居希望者への柔軟な対応
〇セフティーネット住宅に関する国の施策や支援等について、積極的な情報提供
〇公営住宅の老朽化対策に対する技術的な支援

【主に民間を含め第三者が管理運営を担うとした際の支援】

〇施設の老朽化による修繕費等の増加や入居者が多様化する中での対応等の煩雑化により維持管理が
困難なため、PFIやPPPの手法についてアドバイス等を希望。

❐ 長期的安定供給に向けた町村（45町村）の要望事項等
令和4年度 市町村営住宅担当者アンケート調査集計 抜粋
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【主に県が管理運営を担うとした際の支援】

〇町村毎の管理運営ではなく、広域的な対応が可能なように、県が中心となった統合管理運営を行え
る施策や仕組みの検討

〇当村のような財政規模の小さい村では、建替えや大規模修繕は難しい。県営住宅の管理戸数をでき
るだけ維持。

〇村内に県営住宅の建設要望は可能か否か
〇各市町村で公営住宅を整備するのではなく、管理を県などに集約する。人口減少に向け大きな枠組
みで建設から管理業務の一本化を願いたい。（利用者にとっては、１つの窓口で済む、市町村にとっては
担当者を置かなくて良いため人件費がかからない、ノウハウの集約できるメリットがある。）

〇最寄りの県営住宅から車で約30分の距離があり、県営住宅の恩恵が受けづらいため、より広い範囲
に対応できる施策を希望。

【県及び市町村が管理運営を担うとした際の支援】

〇都市部だけでなく町村レベルにある県営住宅の改修整備を実施し、最後まで責任をもった管理。
〇３階以上の階数を有する物件についてはエレベーターの設置。"
〇町内の県営住宅について、今後とも長期的な安定供給。
〇県営住宅の戸数は現状を維持。
〇引き続きの維持管理と長期的な計画に基づく改修・整備等の実施
〇既存の県営住宅については出来るだけ維持
〇県営住宅の継続管理


